河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務
プロポーザル実施要領

令和8年７月

河内長野市　成長戦略局　まち創造戦略部　まちづくり推進課
　　　　　　　

本要領は、河内長野市（以下、「本市」という。）が河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務の委託事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定める。
　応募提案をしようとする者は、本要領及び「河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）を熟読の上、本要領に定める提案書を作成するものとする。

1． 業務の目的

　　河内長野駅周辺地区は、商業集積がある一方で、中心市街地としての求心力が低下し、商店街や商業ビルの空洞化や老朽化が進行している。こうした状況を踏まえ、本事業では、地域の多様な主体が連携し、持続的なまちの再生を推進するための「エリアプラットフォーム」の構築を支援する。
エリアプラットフォーム会議では、河内長野駅周辺エリアが抱える課題や将来像について構成員が共有し、課題解決に向けた具体的なアイデアや取組方針を協議・検討することで、地域全体でまちの再生を進めていくことを目指す。
あわせて、これらの議論を次年度以降に策定する未来ビジョンへとつなげるため、他都市にはない独自性のある創造的な将来のエリア像や方向性についても段階的に整理していく。
さらに、長野商店街西商栄通りのにぎわい創出に向けて、空き店舗や未活用資源を活かした提案を行うとともに、市外からも人が訪れるような魅力的なエリアとなるよう、地域の文化的・芸術的アイデンティティを反映した空間デザインの作成を行い、エリアプラットフォーム内で方向性を共有し、合意形成を図っていく。
あわせて、ノバティながの北館の長期修繕計画について、専門的知識を有する第三者がその妥当性を検証し、結果を報告書として取りまとめる。また、管理運営に係る維持管理費等についても、現行水準の妥当性を検証したうえで、効率化やコスト縮減の可能性を整理し、これらの内容を床所有者へ共有していく。
2． 業務の概要

（1） 委託業務名
河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務（以下、「本業務」という。）
（2） 業務の内容

「河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務委託仕様書」のとおり
（3） 委託期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

（4） 提案上限金額
エリアプラットフォーム構築支援及び会議の実施、エリア可能性調査、エリアプラットフォーム合意形成に向けた検討・資料作成（国費事業）
３，０００，０００円（消費税及び地方消費税含む。）
商店街にぎわい創出に向けた提案、ノバティながの北館再編に向けた合意形成の取組み（市費事業）
４，４９１，０００円（消費税及び地方消費税含む。）

　　　※金額は契約額や予定額を示すものではなく、提案にあたっては上記金額を超えないことに留意すること。なお、限度額を超えた提案は無効とする。また、消費税額は１０％で算出すること。

３．参加資格要件
　次の各号に掲げる要件の全てに該当する者は参加することができる。

（１）本市の競争入札有資格者名簿に登載されている有資格者であること(以下「競争入札参加資格)という。)。

　　　なお、実施要領の公表時点において登録のない者が上記を満たすためには、下記５．プロポーザルの内容（２）②に掲げる書類を提出させ、確認した上でプロポーザルに参加させることができる。
（２）公示日現在から受託候補者特定の日までにおいて、本市より指名停止措置又は競争入札等参加禁止措置を受けていないこと。

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。

（４）手続期間のいずれの日においても、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（５）手続期間のいずれの日においても、破産法(平成１６年法律第７５号)の規定により破産の申立てがなされていないこと。

（６）租税を滞納していないこと。

（７）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。

（８）政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。
（９）過去10年間に、国、地方公共団体、公共的団体又は民間事業者において、エリアプラットフォーム構築支援、中心市街地活性化、商店街活性化、まちづくりビジョン策定、地域合意形成支援、公共空間又は商業空間のデザイン検討、建築物の長期修繕計画評価又は維持管理費検証その他本業務と同種又は類似する業務を受託し、適正に履行した実績を有すること。
（１０）グループの場合は、各構成員が(１)から(９)の全ての要件を満たしていること。

４．プロポーザル実施スケジュール
プロポーザル選考スケジュールは下記のとおりとする。
	実施要領の交付
	令和8年7月 3日（金）

	質問書の受付
	令和8年7月 9日（木）正午まで

	質問書に対する回答
	令和8年7月 13日（月）予定

	参加表明書の受付
	令和8年7月 15日（水）午後5時30分まで

	参加資格の審査結果通知及び企画提案書提出要請
	令和8年7月 16日（木）

	企画提案書の受付
	企画提案書提出要請日から7月30日（木）
午後5時30分まで

	ヒアリング（概要説明含む）
	令和8年8月 6日（木）午前（予定）

＜時間等は8月3日（月）までに連絡＞

※一次書類審査を行う場合、審査結果に基づき、ヒアリングの参加の可否について連絡を行う。

	候補者選定日
	令和8年8月中旬頃

	業務委託に係る協議
	

	業務委託に係る契約
	令和8年8月下旬頃

	業務委託に係る運用開始
	


５．プロポーザルの内容

（１）実施要領の交付に関する事項

①交付方法

実施要領の交付は、本市ホームページ上で行う。
（実施要領及び各種申請書類は、本市ホームページからダウンロード可。）
＜事務局＞

河内長野市役所　成長戦略局　まち創造戦略部　まちづくり推進課
住所（〒586-8501）大阪府河内長野市原町一丁目１番１号　

電話番号　0721－53－1111
メールアドレス：machisui@city.kawachinagano.lg.jp
＜市ホームページ＞

URL: https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/2/123442.htm
②交付日
令和8年7月3日（金）
（２）参加表明書に関する事項

①提出方法

　　・持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限る。）するものとする。
・ただし、本市の入札等に係る有資格者名簿に登録のある者については、デジタルデータでの提出も可とする。

②提出書類

・プロポーザル参加表明書（単独の場合は様式第１－１号、グループの場合は様式第１－２号）
・会社概要書（様式第２号）
・実績報告書（様式第３号）
■参加資格要件において、本市の入札等に係る有資格者名簿に登録の無い者については、次の書類を添付すること
法人

ア
商業登記簿全部事項証明書・現在事項証明書・履歴事項証明書のいずれかの写し

イ
最新の事業年度の納税証明書(「法人税」及び「消費税及地方消費税」)の写し

ウ
直近の事業年度の「法人都道府県民税」及び「法人市町村民税」(東京都２３区

の場合は法人都民税)の納税証明書の写し

※ ウについては、プロポーザルの参加申込を支店等で行う場合は、本店分と当該支店分の両方が必要となる。
エ 誓約書(暴力団排除関係)

個人

ア 最新の事業年度の納税証明書(「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」)の写し

イ 直近１年分の個人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)の納税証明書の写し

ウ 誓約書(暴力団排除関係)
③受付期間
　　　令和8年7月15日（水）午後5時30分まで
　　　※郵送の場合、令和8年7月15日（水）必着。
④提出部数

原本1部又はデジタルデータ
デジタルデータによる提出の場合は、電話連絡により本市に受信確認を行うこと。

⑤参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請

・前記３に定める参加資格要件の確認を行い、令和8年7月16日（木）までに電子メールにより次の事項を通知する。併せて参加資格要件を有する者に、企画提案書の提出を要請する。 

ア　参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の提出を要請する旨

イ　参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由

（３）質問書の提出に関する事項
①提出方法

・企画提案書の作成・提出にあたり質疑等がある場合は、電子メール（メールアドレスは前記５．（１）に記載）で送信することとする。なお、電子メール以外での質問は受け付けない。
②質問書の様式

　　・様式は自由とするが、電子メールの表題は「河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務プロポーザルに関する質問」とすること。（送信データの容量は３ＭＢ以内）
・なお、必ず事業者名、及び担当者の氏名、連絡先を記入すること。また、電話連絡により本市に受信確認を行うこと。
③受付期間

　　　令和8年7月9日（木）正午まで
（４）質問書に対する回答に関する事項

①回答方法

・提出された質問事項を全て取りまとめて、本市ホームページ上に回答を公表する。

・なお、質問に対する回答は、本要領の追加又は修正とみなす。

②回答（予定）
令和8年7月13日（月）予定
（５）企画提案書の提出に関する事項

①提出方法

・参加表明書を提出した者のみが企画提案書を提出することができる。

・持参又は郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限る。）するものとする。

・期限までに提出されなかった場合、参加する意思がないものとして辞退したものとみなす。
・辞退をした場合にあってもその後辞退したことによる不利益は生じない。
②提出書類　　

・プロポーザル企画提案書（様式第４号）

・業務実施体制（様式第５号）

・業務スケジュール（任意書式）

・見積書（様式第６号）
・見積書は、国費事業と市費事業を区分して作成すること。

③受付期間
企画提案書提出要請日から令和8年7月30日（木）午後5時30分まで
※郵送の場合、令和8年7月30日(木）必着。

④提出部数

・上記の書類を順番にＡ４ファイルに綴じて、７部提出すること。ただし、上記書類（様式第４号から第６号の指定箇所を除く。）には、事業者の商号又は名称、代表者氏名等は匿名とすること。
　　⑤企画提案書作成上の留意事項

　　・企画提案書には、別紙「仕様書」の「業務内容」の各項目における具体的な取組内容について記載すること。
　　・用紙サイズは、Ａ４版とすること。
・文字サイズは、１１ポイント以上で作成し、ページ番号を記入すること。

・両面印刷で２０ページ以内（表紙はページ数に含めない）とすること。なお、イメージ図などでＡ３版を挿入する際は２ページとみなす。

・事業者名が推測されるおそれのある内容やロゴ等についても、記載してはならない。

・提案内容は、すべて事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に記載すること。

（６）候補者の選定に関する事項

①審査委員会
　　・最優秀提案者の選定は、河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）が行う。

②選定方法

　　・審査委員会は、企画提案書提出者を対象に企画提案書及びヒアリングに基づき、「企画提案書の審査基準」＜別紙１＞のとおり採点を行い、最低評価点（60点）を上回る者の中から評価点の高いものから順に、最優秀提案者１者、次点提案者１者を選定する。なお、同点の場合は、審査委員会の協議により、最優秀提案者と次点提案者を選定する。ただし企画提案書提出者が１者の場合は最優秀提案者１者のみの選定となる。
③一次書類審査について

　　・応募者が４者以上の場合は、企画提案書に基づき、事務局が一次書類審査を実施し、審査委員会において選定された者についてのみヒアリングを行う。
④ヒアリングについて

・審査委員会は、事前に提出した企画提案書に基づき、下記の通りヒアリングを実施する。
	
	留意事項

	開催日及び場所
	令和8年8月6日（木)　午前（予定）
ヒアリングの時間帯・場所は事前に連絡する。

	時間
	25分以内

	内容
	提出した企画提案書の概要説明（15分以内）

企画提案書に対する質疑応答（約10分）

	出席者
	3名以内

	出席者の条件
	最優秀提案者となった場合に、本業務の責任者及び担当者となる予定の者を必ず含むこと。

	使用機器等
	提出された企画提案書に基づき説明する。
なお、概要説明にスライド、パワーポイント等を使用する場合は、事前に報告するとともに、使用するパソコン、プロジェクタ等の機器は各参加者で用意し、当日持参すること。なお、スクリーンは事務局で用意する。


＜辞退する場合＞

・ヒアリングの実施予定日の前日までに参加者の都合により辞退する場合には、書面により（任意様式）記名押印の上、持参又は郵送することとする。

・ただし、辞退した場合であっても、その後辞退したことによる不利益は生じない。

⑤審査結果の通知

審査結果は採否に関わらず、令和8年8月中旬頃に文書で通知する。なお、審査結果は、最優秀提案者の企業名及び採点結果、次点提案者の採点結果を、令和8年8月中旬以降に本市ホームページに掲載する。

６．契約に関する事項

（１）契約の締結

本市は、選定で最優秀提案者となった者と業務内容及び委託金額について協議し、協議が整った場合は、その協議内容に基づき本業務の随意契約を行う。

ただし、最優秀提案者と協議が整わない等の理由で契約が不調となった場合は、次点提案者を交渉権者として協議を行う。

（２）契約者

　　　　河内長野市

（３）契約保証金

河内長野市契約事務規則（平成８年河内長野市規則第７号）第４４条の規定による。

（４）契約金額の支払いについて

　　　　契約金額の支払いは、業務完了後の完了払いとする。
７．参加者の欠格に関する事項

参加者は、以下のいずれかの事項に該当した場合は、失格又は無効とする。

（1） 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合

（2） 提出書類に虚偽の記載があった場合

（3） 提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く）

（4） 審査の公平性に影響を与える行為があった場合

（5） 実施要領に違反すると認められる場合

（6） その他、指示した事項に違反した場合

８．その他

· 本プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。

· 企画提案書等の提出後の修正等は認めない。ただし、明らかな誤りに基づく変更又は修正についてはこの限りではない。

· 本市が本プロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに企画提案書等の内容を無償で使用できるものとする。

· 企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は選定以外の用途には使用しない。
· 企画提案書等は原則として公開しない。ただし、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、企画提案書等を公開する場合がある。

· 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて参加者が負う。
· 本プロポーザルに対し、２以上の提案はできないものとする。

· 見積金額は契約金額を保証するものでなく、本業務に係る費用の見込み額とする。

· 本プロポーザルは、本業務に対する優れた考え方を有する設計者を選定するものであり、企画提案書の提案内容が実際の事業内容にそのまま採用されるものではない。
別紙１　企画提案書の審査基準

	項目
	評価内容
	配点

	エリアプラットフォーム構築事業に対する提案
	・地域との信頼関係を構築しながら共創を進める姿勢が示されているか。

・地域の現状・課題を的確に分析し、それに基づいた実効性のある戦略が示されているか。
・地域側の組織が“自走”できるように、段階的な権限移譲・スキル移転に関する助言・支援能力があるか
	３０

	商店街のにぎわい創出に向けた提案・長野商店街西商栄通りの空間デザインに対する提案
	・商店街の現状・課題を踏まえ、日常的なにぎわいを維持・発展させるための実効性ある施策を生み出すための“分析力・企画力”を備えているか
・民間の企画力やデザイン力を活かし、市と協働して未来のまちづくりを推進できる“協働能力・運営基盤”があるか。

・エリア価値を高め、市外からも人を呼び込む魅力を継続的に創出できる“戦略性・継続運営の仕組み”が整っているか
	３０

	ノバティながの北館再編に向けた合意形成の取組に対する提案
	・長期修繕計画の妥当性検証における専門家の活用方法が適切であり、修繕計画の“整合性”を評価できる体制であるか。

・費用削減の可能性を適切に検証し、根拠を示せる“分析手法・検証能力”を有しているか。
	２０

	提案内容の独自性
	河内長野駅周辺地区の歴史、文化、商業、交通、公共空間等の地域特性を踏まえ、他都市事例の単なる転用にとどまらない、本市ならではの独自性や創造性を有する提案となっているか。
	１０

	提案価格


	最低見積価格 / 当該事業者の見積価格 × 10（小数点以下切捨て）
	１０

	
	
	１００


	評価基準
	得点

	高く評価できる
	配点×１．０

	評価できる
	配点×０．８

	普通
	配点×０．６

	あまり評価できない
	配点×０．４

	評価できない
	配点×０．２


※評価方法

(1) 審査項目のうち、「エリアプラットフォーム構築事業に対する提案」「商店街のにぎわい創出に向けた提案」「長野商店街西商栄通りの空間デザインに対する提案」「ノバティながの北館再編に向けた合意形成の取組に対する提案」「提案内容の独自性」については、主観的審査項目として、各委員が評価を行う。なお、各委員の平均（小数点以下第３位切り捨て）を各項目の得点とする。
(2) 審査項目のうち、「提案価格」については、客観的審査項目として契約担当課が評価を行う（小数点以下切り捨て）。
(3) （１）、（２）の得点の合計を各参加者の評価点とする。
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